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急 告

熊 本 大 震 災 被 災 に 対 す る 対 応 に つ い て

平成 28 年 4 月 14 日，熊本県熊本地方を震源とする，マグニチュード 6.5（暫定値），最大震度 7の地震が発生しま
した．さらに，2日後には，同じく熊本県熊本地方を震源とする，マグニチュード 7.3（暫定値），最大震度 7の地震が
発生し，熊本地方を中心に，阿蘇地方，大分県中部において，未曾有の被害をもたらしました．
日本獣医師会では，4月 16 日に速やかに「日本獣医師会 熊本大震災救援緊急対策本部」を設置し，18 日に第 1回 

熊本大震災救援緊急対策本部会議を開催して，被災構成獣医師，地方獣医師会及び被災動物の救援活動に対する支援対
策を検討いたしました．
本件については，ホームページへ藏内会長からのメッセージ「被災者の皆様，そして全国の獣医師の皆様へ（別紙 1）」
及び「熊本大震災への日本獣医師会の対応の経過（別紙 2）」を掲載するとともに，平成 28 年 4 月 18 日付け 28 日獣発
第 22 号「熊本大震災支援・救護活動等について」をもって，地方獣医師会会長あて取組み等について通知いたしまし
た（別紙 3）．
なお，引き続き本会では，被災された地方獣医師会をはじめ，全国の地方獣医師会，関係省庁，農業共済関係団体，
動物関係業界団体などと連携して取組みにあたってまいりますので，皆様のご支援ご協力をお願いいたします．
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【別紙 1】

被災者の皆様，そして全国の獣医師の皆様へ

このたびの熊本県を中心とした地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げま
す．日本獣医師会は，ご自身やご家族の生活を必死に守ろうとしておられる方々，そして被
災者のためにあらゆる尽力をされている方々を心から応援いたします．
我々は，これまでに未曽有の大災害といわれた東日本大震災，阪神淡路大震災等において，
ボランティアの方々と連携し，国民の善意に支えられながら被災動物の救護活動を展開する
ことにより，我々自身がステップアップするとともに，人と動物の絆を強めてまいりました．
今回の熊本大震災では，大きな余震が頻回繰り返されて被害が拡大し，多数の人と動物が
被災しており，被災地ではすでに一部の獣医師及び獣医師会が動物救護活動を開始していま
す．被災地の獣医師の方々は，ご自身の生活が苦難にさらされ，大変な苦労を強いられてい
ることと思います．全国の獣医師及び獣医師会におかれては，被災獣医師及び現地の動物救
護活動に対し，可能な限りのご支援をお願いいたします．
日本獣医師会は，このたびの地震で被災された人及び動物のためにあらゆる支援活動を惜
しまず実施してまいります．
私は，被災地の皆様が復興を目指す力を信じるとともに，全ての獣医師及び獣医師会が被
災地における動物救護活動と被災地の復興に対する支援活動に奮励努力されることを期待い
たします．

平成 28 年 4 月
公益社団法人 日本獣医師会
会　 長　　藏  内  勇  夫
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【別紙 3】
28 日獣発第 22 号

平成 28 年 4 月 18 日

各地方獣医師会会長　各位
公益社団法人  日本獣医師会
会 長 　藏　内　勇　夫

（公印及び契印の押印は省略）

熊本大震災支援・救護活動等について

このたびの熊本県を中心とした地震に被災さ
れた地方獣医師会及び地方獣医師会会員獣医師
の皆様には心よりお見舞い申し上げますととも
に，被災地の一刻も早い復旧をお祈り申し上げる
次第です．

日本獣医師会におきましては，平成 28 年 4
月 16 日に「日本獣医師会熊本大震災救援緊急
対策本部」を設置し，第 1 回本部会議を 4 月
18 日に開催して今後の支援活動について協議
し，被災構成獣医師，被災地方獣医師会，被災
動物等に対する支援・救護活動（以下「支援・
救護活動」という．）を下記のとおり実施する
ことといたしましたので，貴会におかれては，
災害対策等ご多用中のこととは存じますが，ご
了知の上，ご支援，ご協力を賜りますようよろ
しくお願い申し上げます．

記
1　義援金の募集
本会では，今回の熊本県を中心として発生し

平成28年 4月14日：発災，情報収集の指示
平成 28 年 4 月 14 日，日本獣医師会幹部は，
大分県九重町（九州災害時動物救援センター候
補地至近）において業務運営幹部会を開催中で
あった．同日夜の発災（前震）を受けて，藏内
会長は幹部及び事務局に対し，本災害に関する
情報の収集に全力を傾注するよう指示した．

平成28年 4月16日：日本獣医師会熊本大震災救
援緊急対策本部の設置
平成 28 年 4 月 16 日未明の地震（本震）の
発生を受けて，日本獣医師会熊本大震災救援緊
急対策本部（本部長：藏内勇夫日本獣医師会会
長：以下「対策本部」という．）を設置し，情
報収集を開始した．

平成28年 4月18日：熊本大震災動物救護活動等
支援義援金の募集を開始
日本獣医師会は地方獣医師会から義援金を募

集するための専用口座を開設し，募集を開始した．

平成28年 4月18日：第 1回対策本部会議を開催
対策本部は第 1回会議を開催して協議の上，
以下のとおり決定した．

（1）地方獣医師会あて通知
ア　日本獣医師会は，義援金専用口座を開設
し，地方獣医師会から義援金を募集してい
るので，応募されたい．この義援金の使途
は，被災した構成獣医師への支援，被災動
物に対する獣医療の提供への支援である．
イ　今後の動物救護に係る人的支援のための
候補者を選定されたい．
ウ　被災地から他県に避難する動物の受け入
れ態勢を整備されたい．
エ　日本獣医師会としては，地方獣医師会へ
の本件に関する情報提供に努めるので，今
後とも情報を共有されたい．

（2）現地への調査チームの派遣
日本獣医師会及び東京都獣医師会が構成する
調査チームを，一両日中（4 月 20 日まで）に
現地に派遣する．
（3）日本獣医師会の支援の内容等
日本獣医師会の対応は，被災動物に対する獣医
療の提供と被災した構成獣医師への支援とする．
支援に要する動物用医薬品，医療機器等は農林
水産省の理解を得て，関係団体に協力を要請する．
日本獣医師会の支援の窓口は熊本県動物愛護
センター（現地災害対策本部）に一元化する．

熊本大震災への日本獣医師会の対応の経過
【別紙 2】
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た地震による災害に対し，
①被災した本会構成獣医師への支援
②被災動物への獣医療の提供
等を速やかに実施し，支援・救護活動等の円滑な
推進に資することを目的に，本会会員地方獣医師
会及び構成獣医師に対し「熊本大震災動物救護
活動等支援義援金（支援義援金）」を募集します．
（別紙　公益社団法人日本獣医師会「熊本大震災
動物救護活動等支援義援金」募集要領　参照）
2　熊本県等に対する支援・救護活動
主に熊本県に対する支援・救護活動等の実施

に当たっては，次の事項を含め対応してください．
（1）熊本県以外の地方獣医師会にあっては，仮
に被災した場合の被災状況（役員・構成獣医
師の安否確認，動物病院の損壊状況，診療可
否，現状の被災動物の受入れ頭数，受入れ可
能頭数，避難所での同行避難頭数等）の報告
体制・連絡網の確立を図っておくこと．

（2）被災者の飼育動物に対する診療，保護預か
りの申し出があった場合は，可能であれば自
治体運営の動物愛護管理センターでの対応を
優先し，会員動物病院における対応は事情の
許す範囲とすること．

（3）熊本県等被災地から他県への避難動物の受

入れ及び獣医療の提供に配慮すること．
（4）被災飼い主等からの電話相談に（熊本県獣
医師会等に代わって）対応するため，熊本県
獣医師会に電話相談窓口のリストを提供する
こと（九州地区のみ）．

（5）熊本県獣医師会等から支援要請があった場
合には，可能な範囲内で支援・協力を行うこと．

（6）今後における支援・救護活動等に係る人的
支援（候補者の選出）の準備を行うこと．

（7）（1）～（6）の対応を行った場合には，速や
かに本会に報告すること．
3　熊本県内現地調査の実施
4 月 19 日（火）～22 日（金）の日程で，本会，
東京都獣医師会等の役職員を現地に派遣し，被
災状況（人及び施設），必要となる支援・救護
活動等について調査を行いますので，協力方お
願いします．本調査結果に基づき，今後におけ
る人的・物的支援，救護活動等について検討の
上，実施いたします．

本件内容のお問合せ先
日本獣医師会事務局： 古賀，駒田，四宮， 

長野，中村
TEL 03-3475-1601　FAX 03-3475-1604

今回，未曾有の大災害となりました熊本大震災に被災された皆様には心よりお見舞い申し上げますとと
もに，一日も早い現地のライフラインの復旧と被災地の方々のご健康の維持・回復をお祈り申し上げます．
さて，被災地におきましては，県・市町村当局との連携・指導の下で，被災動物に対する診療の提
供を含む動物の救護活動（以下「動物救護活動」という．）等が獣医師会（獣医師）により開始された
ところであります．
日本獣医師会におきましては，国民生活の安全・安心を確保する上で重要なテーマとされる「人と動
物との共存の理念」のもとに，この被災地等における「動物救護活動」等の円滑な推進を支援するため，
公益社団法人日本獣医師会「熊本大震災動物救護活動等支援義援金」募集要領を別紙のとおり定め，募
金活動を開始した次第です．
会員地方獣医師会，構成獣医師におかれましては，どうか前記の趣旨をお汲み取りいただき，募金に
つきましてご厚情及びご支援・ご協力をいただきたくよろしくお願い申し上げます．

平成 28 年 4 月 公益社団法人 日本獣医師会

「熊本大震災動物救護活動等支援義援金」の募集
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【別　紙】
公益社団法人 日本獣医師会

「熊 本 大 震 災 動 物 救 護 活 動 等 支 援 義 援 金」
募　集　要　領

1　趣　　　旨
日本獣医師会は，会員地方獣医師会，構成獣医師等の支援・協力の下で，今回の未曾有の大災
害に見舞われた中，自らが被災地において被災保護動物に対する診療の提供を含む動物の救護活
動（以下「動物救護活動」という．）等に従事される方々の労に報い，「人と動物の共存」の理念
の原点の一つとされる緊急災害時の動物救護活動等の円滑な推進を支援することを目的に「熊本
大震災動物救護活動等支援義援金」を募集する．

2　義援金の名称
熊本大震災動物救護活動等支援義援金

3　募金の期間
平成 28 年 4 月から当分の間．（中間集計を 5月末に行うが，募金の募集期間は，現地におけ
る動物救護活動等の推進状況を踏まえ決定する．）

4　義援金の募集と振込み（寄付）先
会員地方獣医師会は，前記 1の趣旨を受け，構成獣医師等からの義援金の募集活動に当たって
いただき，取りまとめた義援金（自らの拠出を含む．）を次の義援金振込口座に振り込むことと
する．

日本獣医師会「熊本大震災動物救護活動等支援義援金」振込口座
＊地方獣医師会へ紹介しています．

5　義援金の使途
前記 4により所定の義援金振込口座に入金された義援金は，今回の熊本大震災の発生に起因し
て行う動物救護活動等の推進確保と当該被災地の獣医療提供の復旧のための対策とともに，募金
状況を踏まえて緊急災害時の動物救援活動の強化に充てる．
なお，義援金の配分は日本獣医師会において決定する．


